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統括研究報告書及び分担研究報告書 

 

 

高気圧作業に伴う船上(水上）減圧等に係る調査研究（170602-01） 

 

 

研究代表者 東京慈恵会医科大学環境保健医学講座 

客員准教授 池田知純 

研究分担者 東京慈恵会医科大学環境保健医学講座 

非常勤講師 望月 徹 

 

 

研究要旨 

本研究の目的は、船上減圧法に係わる諸外国における規制の状況及び安全に実施する

ための技術的要件について文献等の調査を実施し、高気圧作業安全衛生規則（高圧則）

への適用を検討するために必要な知見を得ることにある。 

船上減圧法を安全に運用するためには、適切な運用基準を設定する必要がある。我が

国には船上減圧法に関する知見が乏しいことから、その情報を得るために欧米諸国を対

象に、潜水の安全衛生関連法令や規則等について調査を行い、必要な設備器材等に関す

る基準について情報を収集した。船上減圧法に不可欠な設備である船上減圧室には、救

急酸素再圧処置にも対応することができる能力が求められていた。また、水面インター

バルを確実に行うために、潜水バスケットやダイバー昇降装置についても基準が示され

ていた。船上減圧法に関して国内の潜水事業者から意見を聴取したところ、導入には賛

成であるが、十分な安全基準やガイドラインの提示が必要であるとのことであった。 

 

 

研究分担者 

○望月 徹：東京慈恵会医科大学環境

保健医学講座 非常勤講師 

 

Ａ．研究目的 

本研究の目的は、船上減圧法に係わる

諸外国における規制の状況及び安全に実

施するための技術的要件について文献等

の調査を実施し、高気圧作業安全衛生規

則（高圧則）への適用を検討するために必

要な知見を得ることにある。 

潜水による高気圧環境曝露から安全に

水面（大気圧）復帰するためには、段階的

な減圧を必要とする。船上減圧法は、その

減圧の一部を船上に設けた再圧室（船上

減圧室）内で実施するものである。減圧は

再圧室内で再開されるものの、必要な減

圧をいったん中断して浮上することから、
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減圧症リスクが懸念される。一方水中で

の減圧時間が短縮されることから、寒冷

環境下でのダイバーの体熱損失とそれに

伴う疲労が軽減され、波浪等の海象条件

や危険な海棲生物への影響を排除するこ

とができ、ダイバーの減圧管理が容易と

なるなどのメリットもある。これらのこ

とから、船上減圧法の使用は長時間の減

圧を必要とする大深度での長時間潜水が

対象であり、専ら業務潜水に利用されて

いる。 

研究は三年間で行われ、一年次には諸

外国の規則や基準の収集に努め、二年次

にはそれらの背景となる学術文献等の調

査を行う。三年次は、船上減圧法に用いる

設備器材の基準について調査を行うとと

もに、国内の潜水事業者から船上減圧法

の導入報道に関して意見を聴取した。こ

れら三年間で収集した情報は整理分析を

行い、船上減圧法に関する現状の国際的な

安全基準を把握し、我が国へ船上減圧法の

導入を検討する際に有用となる安全衛生上

の基礎的な資料を作成する。 

 

Ｂ．研究方法 

１．船上減圧法に必要な設備器材の基準に

関する調査 

潜水業務に船上減圧法を採用している

6か国（米国、カナダ、英国、ドイツ、フ

ランス、ノルウェー）の潜水業務関連規則

を調査し、船上減圧法の設備器材に関す

る項目を抽出した。規則では、関連業界団

体によるガイドラインや公的機関の基準

を採用しているものがあるため、それら

についても同様に調査を実施した。これ

ら以外の資料収集に際しては、インター

ネットによる情報検索、文献資料の調査

に加え、国内外の関連学会や国際会議へ

参加し、さらなる情報の収集に努めた。な

お調査を行った規則や基準、ガイドライ

ン等は以下の通り。 

１）米国 

 ・潜水規則： OSHA PART 1910 - 

Occupational Safety and Health standards 

Subpart T - Commercial 

Diving Operations 

 ・ガイドライン： ADCI Consensus 

Standards for Commercial Diving and  

Underwater Operations 

２）カナダ 

・潜水規則：Canada Occupational Health 

and Safety Regulations SOR/86-304 

18.1 PART XVIII Diving 

Operations 

Canada Oil and Gas Diving 

Regulations SOR/88-600 

 ・公的基準：CSA Standard CAN/CSA 

Z275.1-93 “Hyperbaric Facilities” 

３）英国 

・潜水規則：Diving at Work Regulations 

1997 

・実施準則：L-103 Commercial diving 

projects offshore 

L-104 Commercial diving 

projects inland/inshore 

４）ドイツ 

・潜水規則： BVG C23 Taucherarbeiten 

 ・ ガ イ ド ラ イ ン ： BGR 235 

Taucherdruckkammern 

５）フランス 

・潜水規則：TRAVAUX EN MILIEU 

HYPERBARE Mesures particulieres de 
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prevention 

６）ノルウェー 

・潜水規則：Arbeidstilsynet Forskrift, 

best.nr. 511 Forskrift om Dykking 

・公的基準：NORSOK Standard U-100 

Manned underwater operations 

 

２. 船上減圧法に関する国内の潜水事業者

からの意見聴取 

国内で大深度潜水作業を実施している

潜水業者から船上減圧法に関する意見を

聴取した。地域的な特長を含めるため対

象を北海道、東京、大阪、岡山、沖縄に本

社を置く５社を調査対象とした。調査に

際しては、以下の点について意見を求め

た。 

［意見聴取項目］ 

① 船上減圧法の国内導入に対する是

非について 

② 船上減圧法で実施する潜水作業の

種類や内容 

③ 規則としての運用基準の望ましい

形 

④ 船上減圧法導入に際して特に必要

と考える事項 

なお調査に際しては、調査対象者の了承

を得て議事内容を ICレコーダーに記録し

た。後日、議事録作成時に生じた疑問点や

不明点を担当者に電話及びメールにて確

認を行った。 

 

Ｃ．結 果 

１．船上減圧法に必要な設備器材の基準に

関する調査 

船上減圧法では、ダイバーは水中での

減圧を省略して浮上し、船上に設けられ

た減圧室内で必要な減圧を完了する潜水

方式である。そのため、通常行われる水中

減圧法とは異なる設備機材が必要となる。

ダイバー自身が装備する潜水器材は、一

般的な送気式潜水とほぼ同等のものが使

用可能である。ただし、水面インターバル

を確実に実施するために、着脱性に優れ

た器材が望まれる。 

船上減圧法では、船上減圧室は必須の

設備である（図 1）。船上減圧室には、規

定された時間内（概ね 30秒間）に加圧が

完了するよう相応な能力を有するコンプ

レッサーや貯気タンクなどの付帯設備が

含まれる。また、酸素減圧用の酸素マスク

や酸素供給設備も不可欠である。 

船上減圧法では、水中での減圧を省略

して浮上することから、通常よりも深い

深度から水面浮上が開始される。その際、

水面インターバルを厳守するために、速

やかな浮上速度が求められるが、急速な

浮上は肺過膨張による肺圧外傷のリスク

要因ともなるため、慎重な浮上管理が求

められる。ダイバーの浮上を管理するた

めの設備には、ダイバー昇降装置や潜水

ステージ、潜水バスケット等がある。潜水

バスケットはダイバーを収容するカゴ状

の設備で、通常 2 名のダイバーを収容す

ることができる（図 2）。ダイバー昇降装

置は Launch And Recovery System(LARS)

とも呼ばれ、A型フレームとウインチから

構成されており、ダイバーを収容した潜

水バスケットの引き上げに用いられる

（図 3）。潜水バスケットと LARSを用いる

ことによって、ダイバーの浮上管理を船

上から行うことが可能となる。また、浮上

に伴うダイバーの労力が削減されるため
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安全性の向上が期待できる。以下に、これ

らの設備に関する各国の基準を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-1．米国の基準 

1-1-1．船上減圧室 

 米国の潜水作業関連の労働安全衛生規

則（OSHA 29 CFR Part 1910, Subpart T 

- Commercial Diving Operations）では、

船上減圧法に用いる減圧チャンバーには、

作業現場に設置する再圧処置用チャンバ

ーと同等の性能が求められている[29 

CFR 1910.423(c)]。米国では潜水深度が

100feet（30m）を超えるすべての空気潜水

及び 300feet（90ｍ）を超える混合ガス潜

水を行う際には、潜水現場から 5 分以内

にアクセスすることができる場所に、

165feet（6ATA）まで加圧することができ

る再圧チャンバーの設置を義務付けてい

る[29 CFR 1910.423（c)(1)及び(3)]。規

則によって求められる減圧チャンバーに

必 要 な 性 能 は 以 下の 通 り [29 CFR 

1910.430(f) Decompression chambers]。 

・チャンバー内の雰囲気中の酸素濃度を

25％未満に維持する方法を備えること 

  －適切な換気装置もしくは送排気ダ

ンプ式内蔵型呼吸装置（BIBS）設置 

・吸気および排気口に騒音防止マフラー

を設けること 

・排気ライン開口部に吸引ガードを設け

ること 

・消火設備を設置すること 

  －チャンバー内への可燃性材料の使

用は必要最小限とする 

上記に加え、規則ではガイドラインと

して Association of Diving Contractors 

International (ADCI：潜水請負者協会)

による Consensus Standards（コンセンサ

ス基準）を参照することを求めている。当

該コンセンサス基準ではより詳細な要求

事項が定められている。主なものを以下

に示す。 

［ADCI Consensus Standard による基準

（抜粋）］ 

1) 二重ロック機構と主室、副室を有す

る二室以上の区画を有すること 

2) 収容されたダイバーが横になること

ができ、サポートのための要員が入り

内部支援活動ができる十分な内部寸法

を持っていること 

3) 加圧状態を維持したまま、人員や器

材の搬出入が可能なこと 

4) すべての操作を確実に行うことがで

き、目視観察を可能にするのに十分な

図-1．船上減圧室 図-2．潜水バスケット 図-3．ダイバー昇降装置 
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内部照明があること 

5) 外部から観察することができる観察

窓を装備していること 

6) 6ATA（165fsw）まで加圧が可能なこと 

7)少なくとも毎分 1 ATA以上の加圧速度

が可能なこと 

8) 2ATA（33fsw）まで毎分 0.9atm（30fsw）

の速度で減圧が可能なこと 

9) 減圧室内の酸素濃度を 25％以下に維

持できる手段を備えていること 

10)減圧室内の炭酸ガス濃度を 1％以下に

維持できる手段を備えていること 

11)排気口にマフラー又は消音機を備え

ていること 

12)安全弁は毎年定期的に検査し、その結

果を記録しておくこと 

13)区画あたりの収容可能人数分の酸素

呼 吸 マ ス ク （ built-in breathing 

system :BIBS）に加え予備 1 台を備えて

いること 

14)激しい作業をした場合と同等の呼吸

ガス供給能力を有していること 

15) BIBSは室外排気式のものとし、接続

部には逆止弁を設けていること 

16)内部の人員と外部の操作者との通話

のために 2 系統の通話装置を備えてい

ること 

17)直ちに利用可能な消火設備を備えて

いること 

18)チャンバー並びに BIBS からの排気が

密閉空間に滞留しないようにすること 

19)夜間でも確実に操作できるため、減圧

室操作盤とその周囲には十分な照明装

置を配置すること 

20)チャンバー内のすべての区画には、酸

素に加え BIBSに直ちに供給することが

できる緊急用呼吸ガスを準備しておく

こと 

 

1-1-2．潜水バスケット／ステージ 

 米国の規則では、水中での減圧時間が

120分以上となる場合には、潜水ベルや潜

水バスケット／ステージの使用を義務付

けているが［29 CFR 1910.425(b)(3)］、船

上減圧法には関する記載は特に見られな

い。なお、ADCI Consensus Standardでは、

潜水バスケット／ステージ等に関しては

以下のような基準を定めている。 

［ADCI Consensus Standard による基準

（抜粋）］ 

1) 潜水機材を装備した 2 人のダイバー

の重量に対応できること 

2) 腐食対策が施されていること 

3) 使用時にダイバーが落下することの

ないように安全チェーンや安全扉、ダ

イバー用グリップを備えていること 

 

1-1-3. ダイバー昇降装置（Launch And 

Recovery System：LARS) 

 潜水バスケット／ステージには、水中

で横転することがなく、迅速かつ円滑に

潜降できるように重錘（ガイドアンカー）

と共に用いられることが一般的である。

これらを含めた総重量は相当なものとな

るため、人力等による操作は不可能であ

り、機械的な動力によるダイバー揚収シ

ステムが（LARS）が不可欠となる。ADCI 

Consensus Standardでは、LARSに関しては

以下のような基準を定めている 

［ADCI Consensus Standard による基準

（抜粋）］ 

1) 通常動作時には、ブレーキではなく
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駆動装置で動作の制御が可能なこと 

2) 使用するウインチの許容負荷の 1.25

倍を保持できる 2 つの独立したブレー

キ・システムを有すること 

3) 電源装置の故障や電力の遮断、また

は駆動制御装置の故障など万一の事態

が生じた場合には、所定の位置に停止

し、それを保持できるような機構を設

けること 

4) 潜水バスケット等の上げ下げ操作の

状態を操作者並びに支援員に表示する

装置の設置、もしくは、シグナルマンを

配置すること 

5) 新たに設置した場合、または修理や

改造を行った場合には、十分な検査を

実施し、装置の使用最大負荷の 1.25倍

の負荷テストを行うこと 

6) 使用するワイヤーロープや吊具等は

以下の基準を満たしていること： 

・設計基準に合致し、製造元に勧告に

従って維持整備されている 

・6 ヵ月毎以内に目視にて損傷、劣化

または変形の無いことを詳細に確

認する 

・定期的に検査と試験を行い、適切な

基準／規格に準拠していることを

確認する 

・定格荷重の 8倍の強度を持つワイヤ

ーロープと吊具を用いる 

 

1-2．カナダの基準 

1-2-1．船上減圧室 

カナダ労働安全衛生規則（ Canada 

Occupational Health and Safety 

Regulations; SOR/86-304）は「 18.50 

Hyperbaric Chambers」において、潜水業

務に使用する高気圧チャンバーは CSA 

Standard CAN/CSA Z275.1-93「Hyperbaric 

Facilities」のクラス A (ダブルロック

式) 高気圧チャンバーの要件を満たすも

のであることを定めている。すなわち、ク

ラス A 高気圧チャンバーでは、少なくと

も 2つの相互接続された圧力区画を備え、

そのうちの 1 つには出入り口の機能を備

えていること。また、主となる圧力区画は、

横臥者と付添人を収容するのに十分なス

ペースを有していることが求められる。

さらに当該労働安全衛生規則では、(a) 

減圧潜水を行うとき、 (b) 潜水深度が 40

ｍを超えるとき、には作業現場に高気圧

チャンバーを設置し、正常に稼働する状

態を維持すること、並びにその操作は有

資格者に限ることを事業者に義務付けて

いる。 

カナダでは、海洋石油／天然ガス関連

の作業で特に大深度潜水の頻度が高いこ

とから、通常の労働安全衛生規則に加え

「カナダ石油及びガス潜水規則[Canada 

Oil and Gas Diving Regulations 

SOR/88-600]」が規定されている。当該規

則では、船上減圧室に関してさらに詳細

な基準が定められている。 

［カナダ石油及びガス潜水規則 SOR/88-

600による基準］（一部抜粋） 

Surface Compression Chambers 

第 16 項 潜水作業を行う潜水事業者は、

以下の要件が満たされていない船上減圧

チャンバーを使用してはならない。 

 1) 少なくとも 2 つの圧力区画を有する

こと 

 2) 少なくとも 1 つの区画には、収容者

が快適に横になることができる十分な
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スペースを有すること 

 3) 減圧室内に滞在する時間が 8 時間以

内の場合には、内部の高さが 1.5ｍ以上

であること。また 8 時間以上の場合に

は 2m以上であること 

 4) 圧力区画の収容者用の内蔵型呼吸装

置（BIBS）を備えていること 

5) BIBSは呼気を減圧室外部に廃棄する

ことができる機能を備えていること 

 6) 圧力区画内の酸素濃度、二酸化炭素

濃度、温度、湿度を安全なレベルに維持

するための手段を備えていること 

 7) 圧力シールとして機能し、内/外両側

から開閉できるドアを装備しているこ

と 

 8) 火災のリスクを最小化する措置を講

じること 

・不燃性もしくは耐火性の材料を用い

ること 

・適切な消火装置を備えていること 

9) 外側から各圧力区画内の圧力を確認

し、制御するために必要なゲージ並び

にバルブ等の器具を備えていること 

10) メディカルロックを備えていること 

11) 連続 12時間以上使用される場合には、

適切な衛生設備を設けること 

12) チャンバーへのガスの流入出が事前

に設定し制限を超えた場合に、自動的

に遮断する緊急遮断バルブが装備され

ていること 

 

1-2-2．潜水バスケット／ステージ 

 潜水バスケット／ステージに関しては、

カナダ労働安全衛生規則 18.28において、

以下のように規定している。 

 (1) 事業者は、水面から 2m 以上の高さ

に位置する潜水作業場から潜水業務を

実施する場合には、ケージ、バスケット、

プラットフォームなどでダイバーを搬

送しなければならない。 

 (2) 事業者は、水中の作業場所からのダ

イバーの昇降浮上に使用されるケージ、

バスケット、プラットフォームが、下記

の要件を満足していること確認しなけ

ればならない： 

 (a) 設計意図に則して使用されてい

ること 

  (b) それ自体が危険を生じさせない

こと 

 (3) (2) でいうところのケージ、バスケ

ット、プラットフォーム、及びそれに付

随する機材は、所定の潜水作業が完了

するまで、その業務に専有的に使用さ

れること 

 カナダ石油及びガス潜水規則では、以

下の要件が求められている。 

[カナダ石油及びガス潜水規則 SOR/88-

600による基準]（一部抜粋） 

潜水作業で使用するケージ、バスケッ

ト、ステージ等は以下の機能を有してい

ること。 

1) 少なくとも 2人のダイバーが潜水器材

を装備した状態で滞在できる十分な大

きさを有すること 

2) バスケット／ステージ等自体が転倒

や回転しないよう措置されていること 

3) 搭乗したダイバーの足場または手に

干渉するものがないこと 

4) 搭乗したダイバーが姿勢を保持でき

るグリップを装備していること 

5) 搭乗したダイバーが落下することの

内容な安全装置が装備されていること 
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1-2-3. ダイバー昇降装置 

 潜水バスケット／ステージ等の昇降に

用いられるダイバー昇降装置に関しては、

カナダ石油及びガス潜水規則において以

下のような基準が定められている。 

[カナダ石油及びガス潜水規則 SOR/88-

600による基準]（一部抜粋） 

潜水作業で使用するウインチや昇降装

置は、以下のような機能を有すること 

1) 操作レバー、ハンドル、またはスイッ

チが運転位置にないときに作動するブ

レーキまたは機械式ロック装置が装備

されていること 

2) 装置のブレーキは、計画の最大作業

負荷で停止および保持ができること 

3) 停電時等には自動的にブレーキが作

動すること 

4) 降下及び上昇は、ブレーキ機構とは

独立した装置によって制御されること 

5) 潜水作業中には、昇降装置を他の用

途に使用しないこと 

6) 最大作業負荷を引き上げ可能な予備

の動力装置を用意していること 

 

1-3．英国の基準 

 潜水に関する英国の労働安全衛生法

［The Diving at Work Regulations 1997］では、

潜水業務に係る設備器材に関し、潜水事

業者の責務を以下のように規定している。 

［The Diving at Work Regulations 1997］ 

 第 6 条 潜水事業者の責務（Duties of 

diving contractor） 

（3） 潜水事業者は以下のことを実施し

なければならない； 

（b） 安全かつ健康へのリスクなしに、潜

水業務とそれに関連する合理的に予

見可能な緊急事態が発生した場合に

必要となる可能性のある緊急処置の

両方を実行するために必要なときは

いつでも、潜水業務に係る適切で十

分な設備が利用可能であることを確

認しておかなければならない； 

上記規則に基づいて、潜水業務に使用す

る設備器材に関する基準は、潜水目的別

に規定された各実施準則（Approved Codes 

of Practice: ACOP）に記されている。 

 

1-3-1．船上減圧室 

 実施準則  L-104 Commercial diving 

projects inland/inshoreでは、船上減圧室に

ついて以下のように規定している。 

第 114 条 潜水事業者者は、緊急時に

ダイバーを再圧できるような施設を

提供しなければならない。減圧（再圧）

室による減圧障害の治療は、可能な

限り早く開始しなければならない

（医師の指示による）。減圧室の供給

は、潜水業務計画の一部として選択

される減圧方法に従わなければなら

ない。 

 第 115 条 減圧室は少なくとも以下の

性能を有していなければならない： 

(c)  20分以上の水中減圧停止が計画

された潜水では、潜水事業者は、適

切で利用可能な 2人用で 2つの圧力

区画を有する減圧室を潜水現場に

用意しなければならない。また、ダ

イバーは、素早くかつ容易に水から

離れることができ、減圧室内で、使

用される減圧スケジュールに規定

された適切な再圧を行われなけれ

ばならない。チャンバーの管理は、
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十分な資格と能力を有する人員だ

けが担当することができる。そのよ

うな人員には適切な訓練と経験が

求められる。操作を監督する人員を

指名する際には、十分な経験を有す

る者でなければならない。 

第 119条 2人用、2圧力区画の減圧室

は、意図された目的に適したもの

で、に適切な規格に準拠したもの

でなければならない。 

第 120 条 酸素は、減圧室を含む当該

実施準則の対象となるすべての場

所で、必要な時に直ちに利用できな

ければならない 。 

 

1-3-2．潜水バスケット／ステージ 

潜水バスケット／ステージ等に関して、

実施準則 L-104 では、以下のように規定

している。 

第 112 条 送気式潜水に用いられる潜

水バスケットまたはウェットベル

は、クランプされていない状態で少

なくとも 2人のダイバーの昇降が可

能でなければならない。またこれら

は、ダイバーの落下を防ぎ、バスケ

ット等自体が回転や転倒すること

の無いように措置しなければなら

ない。バスケット等には、ダイバー

の頭部を保護するための措置とダ

イバー用グリップを備えていなけ

ればならない。  

第 113 条 万一に備え、ダイバーを回

収するための二次的な手段を用意

しておかなければならない。 

 

 

1-3-3. ダイバー昇降装置 

ダイバー昇降装置に関して、実施準則 

L-104 では、以下のように規定している。 

 第 108 条 ダイバー昇降装置は、他の

関連規則並びに適切な国内基準、

ヨーロッパ、または国際基準に適

合したものでなければならない。 

第 109 条 ダイバーの昇降に用いられ

るリフトワイヤーは、予備ワイヤ

ーまたはバック装置に関しても、

特定の基準に合致したものを使用

しなければならない。これらのワ

イヤーは、国内、ヨーロッパ、また

は国際基準に準拠した有効な安全

係数を備えたものでなければなら

ない。 

第 110 条 ダイバー昇降装置に用いる

ウインチは、独立した一次および

二次のブレーキ・システムを備え

ていなければならない。油圧ウイ

ンチでは、操作レバーがニュート

ラルに戻ったとき、または停電時

にはセカンダリシステムが自動的

に作動することが推奨される。一

次及び二次のブレーキ・システム

は、有資格者によってそれぞれテ

ストされなければならない。 

 

1-4．ドイツの基準 

 潜水業務に関するドイツの規則（BVG 

C23）では、船上減圧法は緊急時の非常用

減圧法として位置付けられている（第 26

条 非常減圧）。常用とはされていないこ

とから、船上減圧法に係る機材設備に関

し特に規定はない。潜水作業現場に再圧

治療用のチャンバー（潜水作業員圧力室）
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が備えられている場合に限り、緊急時に

はそれを用いて船上減圧法を行うことが

認められている。 

 

1-4-1．船上減圧室 

 BVG C23では、潜水作業現場で使用する

ことができる減圧室（潜水作業員圧力室：

Taucher-Druckkammern）について以下の

ように規定している 

第 5条 潜水作業員圧力室  

潜水作業員圧力室は 

1. 少なくとも 5バール（bar）の加圧

が可能で、 

2. この 5バールの加圧に 6分以内に

達することができ、 

3. 室内にいる人員を目視で確認で

き、人員と会話ができ、 

4. 酸素呼吸が可能であり、 

5. 支援員が自由に入ることができ、

病気になった潜水作業員の治療がそ

の室内でできるものでなければなら

ない。 

 

なお潜水作業現場への減圧室の設置が義

務付けられる条件は以下のように規定さ

れている。 

第 14条 装備の準備 

(8) 企業は次の場合は潜水作業場所に

潜水作業員圧力室を用意しなければ

ならない。 

1. 潜水行程が 35 分を超える浮上時

間を伴う場合。 

2. 潜水深度が 10mを超え、最寄りの

潜水作業員圧力室に 3 時間以内に

搬送することができない場合。 

 

減圧室の技術的な基準に関しては、ガ

イドラインが別途定められている（BGR 

235 Taucherdruckkammern［潜水作業員圧

力室］）。その主なものを以下に示す。 

[BGR 235 Taucherdruckkammernによる

基準]（一部抜粋） 

§4.2.1 一般的事項 

§4.2.1.1 潜水作業員圧力室は、少な

くとも主室と副室から構成されて

いなければならない。 

§4.2.1.2 潜水作業員圧力室は、5 bar

の最大圧力に 6 分以内で到達し、

安全に圧力を維持できなければな

らない。また、0.4〜0.2 barの圧

力からの大気圧までの圧力解放は、

1 分間で行う能力を有していなけ

ればならない。 

§4.2.1.6 潜水作業員圧力室の内径は、

1.48m以上でなければならない。 

§4.2.1.7 潜水作業員圧力室内に設置

される座席は、1 人あたり 0.5m 以

上の座席幅と 0.4m以上の座席奥行

きが必要であり、冷たい圧力室内

面壁との接触による体の冷却が回

避される措置を講じなければなら

ない。 

§4.2.1.9 潜水作業員圧力室のドアロ

ックは、均圧後いずれの室からも

操作できなければならない。 

§4.2.1.11 潜水作業員圧力室には、室

内のすべての場所が容易に観察で

きるような観察窓を装備しなけれ

ばならない。また観察窓はアクリ

ルガラス製でなければならない。 

§4.2.1.18 潜水作業員圧力室には、適

切な防火対策を講じなければなら
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ない。 

・室内の装備におけるプラスチッ

クの使用は最小限としなければ

ならない。 

・電気機器は、火災の危険がないよ

うに固定しなければならない。 

§4.2.2 主室 

§4.2.2.1 潜水作業員圧力室の主室に

は、少なくとも 1人用のベッドと、

2 人が着席できる座席を設けるこ

と 

§4.2.2.2 主室入口には最大収容人数

を示す標識を掲示すること 

§4.2.2.3 最大収容人数に応じた座席

を設けること 

§4.2.2.4 主室には、収容者 1 人当た

り毎分 30ｌ以上の空気をパージす

るための装置が設けられているこ

と。パージ空気量は各圧力レベル

で調整可能なこと 

 §4.2.2.5 主室には大気圧下で毎分 75 

l 以上の酸素を供給することので

きる酸素呼吸ポイントを最大収容

者数に応じて設けること。これら

のポイントには酸素呼吸器が接続

可能であり、呼気が主室内に留ま

らないようにすること 

§4.2.2.8 主室にはメディカルロック

（供給用ロック）を装備すること。

このロックは、直径 200 mm 以上、

長さ 300 mm以上であること。ロッ

ク扉は、圧力が均一化されたとき

にのみ開くことができるようにす

ること。ロック内の圧力を示す圧

力計を設置すること 

 

1-5．フランスの基準 

 フランスの潜水業務に関する労働安全

衛生規則では、常用としての船上減圧法

は認められていないことから、当該減圧

法に係る器材設備に関する基準も特に示

されていない。 

 

1-5-1．船上減圧室 

潜水業務に係る設備機材に関する基準

は、「高気圧環境下で作業する作業員の保

護 に 関 す る 政 令 第 90-277 号 ：

TEFT9003290D」に示されており、その第 13

条（共用装備品）で、対象を以下のように

定めている。 

第 13条：共用装備品には、工事に要

する高気圧状況に適合した特殊工

具一式のほか、以下に示す各手段

が含まれる。 

a）高気圧状況へのアクセス、滞在

および退出手段  

b）高気圧状況に置かれている作業

員の監視手段 

c）呼吸用ガスの生成、送気、貯蔵、

供給および検査手段 

d）救助手段（蘇生、火災、再加圧） 

救助手段としての再加圧を行うために

は、高気圧チャンバーが必要であり、それ

に関する基準を以下に示す。 

 第 17条：副室を有さない 1人用高圧室

を使用してはならない。 

第 18条：居住可能高圧室、とりわけ再

圧室、飽和室、高気圧酸素治療室、

水中エレベーター、トンネル掘削

作業員用気閘室および圧縮空気中

での作業用水中潜函などに適用さ

れる使用規定については、その用
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途または目的に応じて、労働担当

大臣、農業担当大臣および海洋担

当大臣の省令に定めることができ

る。 

 第 20条：呼吸装置または高圧室への供

給に関するあらゆる不具合に対処

するため、緊急用ガス供給源また

はバッファタンク付圧縮機を直ち

に使用できるよう整えておくこと。 

 第 23条：現地で使用可能な応急処置手

段（少なくとも酸素吸入器と救急

箱を含む）を十分な数備えておか

なければならない。さらに事業者

は、加圧下で同時に作業する人数

に対応可能な再圧室が事故発生時

に使用可能な状態になっているこ

と、またその使用資格を有する人

員が配置されていることを確認し

なければならない。再圧室に到着

するまでに要する時間は、いかな

る場合にも 2 時間を超えてはなら

ない。 

 第 24条：高圧室内および室外には、あ

らゆる防火措置を講じなければな

らない。高圧室内の消火手段は、加

圧環境において有効なものでなけ

ればならない。高圧室外の消火手

段は、圧力下に置かれた作業員の

特殊な状況、圧縮ガスの存在およ

び（場合により）酸素の存在を考慮

したものでなければならない。居

住可能室を運転する作業員のため

に、煙が充満した環境における救

命手段を使用できるよう整えてお

く必要がある。 

 

1-6.ノルウェーの基準 

 ノルウェーでは、条件付きながら船上

減圧法の使用は認められており、使用す

る機材についても基準が示されている。 

 

1-6-1．船上減圧チャンバー 

 船上減圧チャンバーに関しては、潜水

業務安全衛生規則では以下のような基準

を示している。 

［潜水業務安全衛生規則（Forskrift om 

Dykking）による基準］ 

第 X章 加圧室（減圧室）と潜水ベル 

第 98条 加圧室 

加圧室、加圧室操作パネルおよび

配管は、作業者を完全に保護できる

ように設計および構築されなければ

ならない。加圧室は、ダイバーや他の

労働者に人間工学に基づいた良好な

大きさでなければならない。加圧室

は、少なくとも副室と主室からなり、

酸素濃度系を備えていなければなら

ない。加圧室には、収容可能な人数分

だけでなく、予備の呼吸システムが

装備されていなければならない。加

圧室とその配管類は 5 年ごとに耐圧

試験を行い、10 年ごとに油圧試験を

行わなければならない。 

 第 109条 加圧室の使用要件 

次の場合には、潜水作業場に加圧

室を設置しなければならない。 

（a）水深 30ｍを超える潜水を行う

とき 

（b）減圧潜水が計画されるとき 

上記以外であっても、潜水作業期

間や作業の厳しさなどを考慮して、

加圧室の設置を検討すること。 



13 

 

減圧時間が短かったり、無減圧潜

水の場合には、加圧室の必要性が軽

視されることがあるが、実施する潜

水作業のリスクは慎重に検討しなけ

ればならない。なお自給気式潜水器

（SCUBA）を用いる潜水は無減圧潜水

の範囲内で行わなければならず、水

中減圧は認められていない。船上減

圧潜水を行う場合には、使用する減

圧表に示された時間（水面インター

バル）内に潜水者が加圧室に到達で

きるように配慮しなければならない。 

 

 ノルウェーでは北海における海底石油

並びに天然ガス資源の開発が鋭意行われ

ており、大深度潜水も頻繁に行われてい

る。これらの開発に係る作業では、国によ

る安全衛生規則に加えて関連産業団体に

よる安全基準が規定され、 NORSOK 

Standards としてまとめられている。

NORSOK Standardsは材料に関するものか

ら、大型の海洋構造物に関する基準まで

多岐に及ぶが、潜水作業に関するものは

「U-100 Manned underwater operations

（有人潜水作業）」に記されている。U-100

では減圧チャンバーについて以下の基準

を定めている 

［U-100 有人潜水作業］による基準（一部

抜粋） 

§7.2.1 減圧室 

減圧室の大きさ、構造、照明、レイ

アウトは、減圧室内で行われるすべ

ての活動をサポートし、最適化する

こと。減圧室は、人員、設備、備品を

出し入れが可能なこと。有人潜水作

業で使用される減圧室の各区画は、

正確で均一な環境を維持する一次お

よび二次環境制御システムを備えて

いるか、それに接続されていなけれ

ばならない。潜水者が滞在する各圧

力区画には、収容者数に加え 1 台の

予備の BIBSを備えていること。BIBS

からの排気は減圧室外部に排出する

こと。 

§7.2.3 送気式潜水用減圧室 

送気式潜水作業の間、潜水作業現

場には副室付きダブルロック減圧室

を用意しなければならない。収容者

が横になることができるよう、主室

の大きさは内径 1.8m×長さ 2.0m 以

上であること。万一の場合、医療従事

者が減圧室内で効率的に応急処置を

実施することができるように設計さ

れること。 

 

1-6-2．潜水バスケット／ステージ 

NORSOK Standardsの「U-100 有人潜水

作業」では潜水バスケット／ステージ等

についても基準を定めている。 

［U-100 有人潜水作業］による基準（一部

抜粋） 

§7.2.6 湿式ベルと潜水バスケット 

湿式のベルと潜水バスケットは、

十分な大きさをもち、意識不明や怪

我をした潜水者の搬送に利用できる

ものでなければならない。湿式ベル

と潜水バスケットは、潜水者の落下

を防止し、それ自身が回転や転倒す

ることのないように措置しなければ

ならない。潜水バスケットは、潜水者

の頭部を保護する機能と姿勢を保持

するためのグリップを備えていなけ



14 

 

ればならない。湿式ベルと潜水バス

ケットには、緊急事態のための非常

用呼吸ガス供給機能を備えていなけ

ればならない。 

 

1-6-3. ダイバー昇降装置 

NORSOK Standardsの「U-100 有人潜水

作業」ではダイバー昇降装置についても

以下のような基準を定めている。 

［U-100 有人潜水作業］による基準（一

部抜粋） 

§7.3 ハンドリングシステム（潜水ベ

ル、湿式ベル及び潜水バスケット） 

§7.3.1一般事項 

潜水ベル等のハンドリングシステム

は、水面を安全に案内する手段が含ま

れていなければならない。装置の設計

負荷は、計画された運用上の最大負荷

を基に算出すること。設計負荷は、最大

静荷重の 2倍以上とすること。 

主な吊り上げ用ワイヤーの安全な作

業負荷は、最大設計荷重に関連する最

小安全係数 4.0を用いて計算すること。

静的および動的な負荷を十分に考慮す

ること。 

ハンドリング装置には、ベル/湿式ベ

ル/潜水バスケットが設定された制限

を超えた操作を規制するリミットスイ

ッチを装備すること。ハンドリング装

置操作ステーションからウインチドラ

ムを直接目視することが難しい場合に

は、ビデオ監視装置を設置すること。電

源またはウインチモーターが停止して

いる場合でも、主な装置類は操作可能

でなければならない。 

ハンドリング装置の主要な部分が故

障した場合に備え、代替の装置を準備

しておかなければならない。代替え装

置は、メインのハンドリング装置と同

等の荷重強度をもつものでなければな

らない。 

 

２. 船上減圧法に関する国内の潜水事業

者からの意見聴取 

 潜水事業者に対する面談調査は 2019年

12月から 2020年 1月に 3社で実施した。

2－3月にも 2社の面談調査を計画してい

たが、COVID-19 感染拡大に伴う予防のた

め中止とした。面談時間は概ね 2 時間程

度とし、当該調査研究に関する過年度の

調査報告書を資料とした。調査対象は、沖

合海域でサルベージ作業等の大深度潜水

を行っている事業者（A 社）、発電所関係

の作業を多く手掛けている事業者（B社）、

並びに以前から国内外で大深度潜水を行

っている事業者（C社）であった。調査結

果を以下に示す。 
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船上減圧法に関する面談調査（１）：Ａ社の調査議事録 

 

日   時 :2019年 12月 25日 14時～16時 

場   所 :Ａ社会議室 

回 答 者  : 担当役員、サルベージ部長他計 3名 

議事内容  : 

議事に先立ち、今回の議事内容を ICレコーダーに記録すること、会議出席者の氏名

所属を含め内容を研究報告書に記載し公表する場合があることについて了承を得た。

過年度の調査研究結果を説明し、船上減圧法の国内導入に関して意見を聴取した。以

下にその内容を記す。 

当社は長年サルベージ作業を中心に潜水作業を行っている。大深度潜水は 1980～

90年代に携わった本四架橋関連が最後で、最近は行っていない。 

 船上減圧法の国内導入には賛成である。サルベージ作業では、海象条件の悪い中

での作業を強いられるため、浮上時の減圧深度を確実に維持することができず、減圧

所のリスクが懸念される。船上減圧法が利用可能となれば、これが解消できる。また、

船上減圧法では、潜水者を船上の装置に収容した後、脱着した潜水装備を用いて、次

の潜水者が直ちに作業を開始することができるため、作業効率の向上が期待できる。

実施に際しては、本四架橋工事の際に船上減圧法を経験した社員が在籍しているの

で、それらから技術指導を受ける形で体制や教育訓練を整えていく予定。運用上の規

則やガイドラインはあまり厳しくしてしまうと、各社の技術開発が停滞してしまうの

で、最低限なものが望ましい。高圧則第 32 条（浮上の特例等）を一部改正し、現在

の「事故のために潜水作業者を浮上させるときには」という条件を「海象条件の悪化

等、水中での減圧が困難な場合には」という形にすればよいと考える。 

 これらのことから、船上減圧法の早期の導入を希望する。 
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船上減圧法に関する面談調査（２）：Ｂ社の調査議事録 

 

日   時 : 2020年 1月 17日 17時～19時 

場   所 :Ｂ社会議室 

回 答 者  : 工務部長、公務係長、潜水士他計 8名 

議事内容  : 

議事に先立ち、今回の議事内容は ICレコーダーに記録すること、会議出席者の氏名

所属を含め内容を研究報告書に記載し公表する場合があることについて了承を得た。

過年度の調査研究結果を説明し、船上減圧法の国内導入に関して意見を聴取した。以

下にその内容を記す。 

 当社は発電所関係の保守点検作業を大に行っている。水深が 40ｍを超える大深度

潜水作業も多く、またダムなど高所での潜水も実施している。寒冷水域での作業が多

いことから、温水潜水服の利用などの防寒対策には留意しているが、限界があり、抜

本的な対策として船上減圧法の利用を希望している。過去船上減圧法の経験はなく知

識も十分ではないため、導入に際しては、専門の教育訓練が必要と考えている。ただ

しそのような訓練機関は国内には存在しないため、定められたガイドラインや規則に

従って、自主的に実施する予定。したがって、充実したガイドラインの提示を求める。

船上減圧法の減圧症リスクには、減圧時間等の延長で対処したい。船上減圧室内であ

れば通常の水中減圧に要する時間より大幅な延長になっても構わない。設備器材等に

ついてもガイドラインの提示が必要である。また、併せて教育訓練についても検討が

必要と考える。船上減圧では、浮上から船上減圧室での再加圧～減圧までの流れが特

に重要となるので、現在の「救急再圧員」の業務を拡充し、スパーバイザーとしてそ

の任に当たることも検討する必要がある。 

 寒冷地潜水対策として、船上減圧法の早期の導入を希望する。 
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船上減圧法に関する面談調査（３）：Ｃ社の調査議事録 

 

日   時 : 2020年 1月 8日 13時 30分～15時 30分 

場   所 :Ｃ社会議室 

回 答 者  : 担当役員、担当技術課長計２名 

議事内容  : 

議事内容  : 議事に先立ち、今回の議事内容は ICレコーダーに記録すること、会

議出席者の氏名所属を含め内容を公表する場合があることについて了承を得た。過年

度の調査研究結果を説明し、船上減圧法の国内導入に関して意見を聴取した。以下に

その内容を記す。 

 当社は海外での海洋開発作業に従事しており、現在は国内の作業も行っている。

船上減圧法は海外での作業を中心に、以前より使用してきている。使用形態としては、

飽和潜水システムを利用したベルバウンス方式が多い。海外では、船上減圧法は一般

的ではなく、利用には制限が設けられているので、当社もそれに準じている。以前は、

水中での酸素減圧が禁じられていたので、酸素減圧が必要な場合には船上減圧法を用

いていたが、規則改正後はそれが可能となったため、船上減圧法の利用は減っている。 

 船上減圧法は減圧症リスクが高いため、安易に利用すべきではなく、相応の設備

と訓練が必要である。特に水面インターバルの厳守は重要であるが、これを数分の規

定時間内で実施するのは容易ではない。また、設備に関しても昇降用の潜水ステージ

や専用の昇降装置は必須であり、スクーバでの利用も禁じた方がよい。一定の基準や

ガイドラインは必要であり、ある程度実績が重なるまでは、当局が事前に作業計画を

審査して、実施の可否を判断することが望ましい。 

 船上減圧法の導入には賛成であるが、リスク対策を含め慎重に行うべきである。 
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Ｄ．考 察 

１．船上減圧法に必要な設備器材の基準

に関する調査 

欧米各国の潜水設備器材に関する規則

のうち、船上減圧法に特別に限られたも

のはなかったが、船上減圧法に使用して

は、いくつかの基準が定められていた。 

１）ダイバーの潜水装備機材 

ダイバーが装備する潜水機材ついて、

特に船上減圧法の際に必要となるものは

なかったが、今回の調査対象国では、スク

ーバによる潜水作業は禁じられており、

潜水方式としては必然的に送気式潜水に

限られていた。船上減圧法は、減圧時間が

長時間に及ぶ潜水に対応したものである

ことから、送気式潜水が必然的にその対

象となる。我が国においては、潜水作業に

スクーバを用いることが認められており、

当然厳しい条件下での潜水が実施される

場合もある。スクーバでは、給気量に制限

があることや船上からの支援が難しいこ

となど、送気式潜水に比べ潜水業務では

リスクが高くなる。船上減圧法はこのよ

うなリスクに対応するものではないため、

その導入に際しては、対象とする潜水方

式について検討が必要である。 

２）船上減圧室 

船上減圧法では、減圧用の高気圧チャ

ンバーが不可欠である。船上減圧法にお

ける再加圧深度は９～15ｍであり、減圧

室には最低限この加圧能力が求められる。

また酸素減圧に対応できなければならな

い。これらの条件を満たせば、船上減圧室

として利用は可能である。しかしながら、

今回調査を行った欧米諸国では、船上減

圧法の減圧室には救急再圧室もしくは同

等の能力を有する高気圧チャンバーの使

用が義務付けられている。すなわち、主・

副室をもつ二室構造の減圧室で、BIBS マ

スクによる酸素呼吸が可能であり、最大

６ATAまで加圧することができ、さらに二

名以上の人員が収容できる能力を有する

高気圧チャンバーが必要となる。欧米諸

国では潜水作業現場への救急再圧チャン

バーの設置を強く求めており、それを利

用することが合理的であること。また、船

上減圧後に減圧障害が認められた場合に

直ちに再圧処置の実施が可能であること、

水面インターバルの超過や水中減圧の逸

脱などの場合には、救急再圧と同様な処

置が必要となることなどが理由としてあ

げられる。 

我が国では、救急再圧室については、潜

水作業現場に設置するか、もしくは利用

できる措置を講じること（高気圧作業安

全衛生規則第 42条）とされている。現状

では、実際に再圧室が潜水作業現場に設

置されることは少なく、設置された場合

でも「ワンマンチャンバー」と呼ばれる一

人用の小型再圧室が利用されることが多

い。 

 船上減圧法に用いる減圧室の基準を考

える際には、これらの点を考慮する必要

がある。現行の高気圧作業安全衛生規則

における「再圧室構造規格」では、可搬型

としてワンマンチャンバーの利用が認め

られている。減圧室は船上減圧の中心を

成す設備であり、安全性を損なう恐れの

ある要因があってはならない。船上減圧

室の運用基準については慎重な検討が必

要である。 

３）その他の設備等について 
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欧米諸国では船上減圧法を用いる際に、

ダイバー昇降装置（LARS）や潜水バスケッ

トなどが用いられている。従来の潜水で

は、減圧浮上の管理は全てダイバーに委

ねられているが、船上減圧法では、減圧管

理は支援員（チャンバーオペレーター）が

担当することになる。これによりダイバ

ーの負担軽減とより正確な減圧浮上が可

能となる。LARS や潜水バスケットの利用

はこれを水中の領域にまで拡大するもの

で、安全性に寄与する。船上減圧法の要と

なる水面インターバルは、水面への浮上

開始から、減圧室内での再加圧完了まで

の時間を 5 分以内としている。その内訳

は、水面までの浮上に 1 分、水面到着後

減圧室への収容までに 3分 30秒、再加圧

完了までに 30秒とされている。ダイバー

が水面までの浮上を急ぎすぎると、空気

塞栓症を生じるリスクが高まることから、

水上支援員による浮上時間の管理は有用

である。また、潜水場所から水面までの高

低差が大きい場合、ダイバーが潜水ハシ

ゴを使って短時間で潜水場所まで戻るこ

とには大きな労力を要するうえ、時間が

超過するリスクも大きくなる。このよう

なことから、ダイバーの昇降手段につい

ては何らかの基準やガイドラインの検討

が必要である。 

 

２. 船上減圧法に関する国内の潜水事業

者からの意見聴取 

今回調査した 3 社はいずれも水上減圧

法の導入には賛成であったが、導入の際

の規制のありかたについては意見が異な

った。なお船上減圧法の使用経験は様々

であり、A社はかなり以前（約 30年前）

に使用した経験を有するが、それ以降の

実績は有していない。B社は使用実績が全

くない。C社は主に海外を中心に豊富な使

用実績を有しており、設備器材関係もほ

ぼ充足している。 

A社は、現行の高気圧作業安全衛生規則

に準ずる形で、運用基準は使用者の自由

度が高い状態であることが望ましいとし

た。B社は、船上減圧法に関する経験がな

く、必要な知識も不足しているため、導入

に際しては十分な安全基準やガイドライ

ンの提示が必要であるとした。C社は、船

上減圧法には特有のリスクがあり、通常

の送気式潜水法とは異なることから、安

全に配慮したガイドラインを設定するこ

とに加え、教育訓練方法や資格制度など

も検討するべきであるとした。 

船上減圧法は専ら潜水業務で用いられ

ており、企業ノウハウを含むため詳細な

情報を入手することが難しい。船上減圧

法では、ダイバーの減圧管理を支援員が

担当することになるため、その役割は従

来に比べ重要なものとなる。ダイバーの

安全確保の観点から、船上減圧法におけ

る減圧浮上方法に関しては詳細なガイド

ラインが必要であり、特に減圧室操作担

当者に関しては、資格要件等について検

討が必要である。また、他の支援員につい

ても、その役割や必要な人員配置等に関

してガイドラインを提示する必要がある。 

 

Ｅ．今後の計画 

本研究は、船上減圧法に係わる諸外国に

おける規制の状況及び安全に実施するため

の技術的要件について文献等の調査を実施

し、高気圧作業安全衛生規則（高圧則）への
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適用を検討するために必要な知見を得るこ

とを目的とする。 

本研究は 3年間で実施し、1年次（平成

29 年度）には船上減圧法に関連する諸外

国の法令規則や関連団体における基準等

の情報収集を実施した。2 年次（平成 30

年度）は各国規則における船上減圧法の

運用基準制定の経緯や背景、ならびに運

用実績等について調査を実施した。3年次

（令和 1 年度）は、船上減圧法に用いる

設備器材の基準について調査するととも

に、国内の潜水事業者から船上減圧法に

関する意見を聴取した。これらの調査研

究によって取集した情報を整理し、船上

減圧法導入に際して高気圧作業安全衛生

規則への適用条件の検討に資する知見に

ついて取りまとめを行う。 
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